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平成２４年第４回与論町議会臨時会会議録 

 
平成２４年１０月１２日（金曜日）午後 時  分開会 

 
１ 議事日程（第１号） 
  第１ 会議録署名議員の指名 
  第２ 会期の決定 
  第３ 同意第２号 与論町名誉町民の推載について 
 
２ 出席議員（１０人） 
   １番 林   敏 治 君     ２番 高 田 豊 繁 君 
   ３番 町   俊 策 君     ４番 林   隆 寿 君 
   ５番 喜 山 康 三 君     ６番 供 利 泰 伸 君 
   ７番 野 口 靖 夫 君     ８番 麓   才 良 君 
   ９番 福 地 元一郎 君    １０番 大 田 英 勝 君 
 
３ 欠席議員（０人） 欠員（０人） 
 
４ 地方自治法第１２１条による出席者（３人） 
  町 長  南   政 吾 君   副 町 長  川 上 政 雄 君 
  総務企画課長  元 井 勝 彦 君 
 
５ 議会事務局職員出席者（２人） 
  事 務 局 長  川 畑 義 谷 君   係 長  朝 岡 芳 正 君 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



開会 午後４時１５分 
－ － － － － － － － － － ○ － － － － － － － － － － 

○議長（大田英勝君） ただいまから、平成２４年第４回与論町議会臨時会を開会します。 
   これから、本日の会議を開きます。 

－ － － － － － － － － － ○ － － － － － － － － － － 
 日程第１ 会議録署名議員の指名 
○議長（大田英勝君） 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 
   会議録署名議員は、２番高田豊繁君、６番供利泰伸君を指名します。 

－ － － － － － － － － － ○ － － － － － － － － － － 
 日程第２ 会期の決定 
○議長（大田英勝君） 日程第２、「会期決定の件」を議題とします。 
   お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。 
   御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

   したがって、会期は本日１日に決定しました。 

－ － － － － － － － － － ○ － － － － － － － － － － 
 日程第３ 同意第２号 与論町名誉町民の推載について 
○議長（大田英勝君） 日程第３、同意第２号、与論町名誉町民の推載について同意を求め

る件を議題とします。 
   本件について、提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（南 政吾君） 同意第２号、与論町名誉町民の推載についての提案理由を申し上げ

ます。 

   与論町名誉町民条例第２条（昭和４８年３月３１日条例第１７号）により、徳田虎雄

氏を与論町名誉町民に推戴したいので議会の議決を求めるものであります。 

   御審議され議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（大田英勝君） 提案理由の説明は終わりました。 

   これから、質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） これで質疑を終わります。 

○議長（大田英勝君） お諮りします。同意第２号は、会議規則第３９条第２項の規定によ

って、委員会付託を省略したいと思います。 

   御異議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

   したがって、同意第２号については、委員会付託を省略することに決定しました。 

   これから、討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 討論なしと認めます。 



○議長（大田英勝君） これから、同意第２号、与論町名誉町民の推戴について同意を求め

る件を採決します。 

   この採決は、起立によって行います。 

   本件は、これに同意することに賛成の方は、起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（大田英勝君） 起立多数です。 

   したがって、同意第２号、与論町名誉町民の推戴について同意を求める件は、同意す

ることに決定しました。 

－ － － － － － － － － － ○ － － － － － － － － － － 
○議長（大田英勝君） これで本日の日程は、全部終了しました。 
   会議を閉じます。 

   平成２４年第４回与論町議会臨時会を閉会します。 

－ － － － － － － － － － ○ － － － － － － － － － － 
閉会 午後４時１８分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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